
山口県 会0)南コせん
労働問題の専門家で経験豊富なあっせん員 3 名が仲立ちし、職場で生
じた労働紛争について話 し合いによる解決をお手伝いします。

あっせんは, 労働者 • 使用者どちらからでも申請できます。

労働者の皆様

• 懲 戒 処 分 や解 雇 を され た

が , 納 得 で きな い。

• 何 の説 明 も な く • 時給 を

引 き下 げ られ た。

使用者の皆様

• 社 員 か ら高額 な

退職金 の上乗 せ

を求 め られ て困

ってい る。

• 社 員 にやむ を得

ぬ事情 で配転命
令 を出 したが,

理 由 な く拒否 し

て い る。
な断 りします

労働組合

■ 体 交 渉 の 申 し入 れ に会 社

が応 じな い。

組 合 員故 の

差 別 を受 け

て い る。



労働 委 員 会 とは ？

あ っせ ん

労 働 委 員 会 は . 労 使 間 の トラ ブ ル の 解 決 を お 手 伝 い す る行 政 機 関 で • 公 正 な 立
場 で紛 争 の迅 速 ・円 満 な解 決 に努 め ます。

労働 者 個 人 ・労働 組 合 と, 使 用 者 との 間 に生 じた労 働 紛 争 につ いて • 労 働 問題
の 専 門 家 で経 験 豊 富 な あ っせ ん 員 3 名 ( 公 益 委 員 ( 学 識 経 験 者 等 ) • 労 働 者 委 員
( 労働 組 合 役 員 等 ) • 使 用 者 委 員 (会 社 経 営 者 等 ) ) が 仲 立 ち し. 話 し合 い ( 非 公
開 ・非 対 面 ) に よ る解 決 を お手 伝 い す る制 度 で す。
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当事者 が合意 I た I: a は, 多 く

の場合・書面 によ る合意 (OH 禁

止条! 頁f寸§) を取 り交わ I ます。

相手方があっおんを

応諾 I なかったと春労働者 (個人 ・組合) • 使

用者¢H 、ずれか らでも申請

で諄ますD 申言青は, 原貝I¦あ
っせん申請書を提出すm
みで簡単です。 解決の見込みがない

い

落 回 コ
: チ

事務局職員が当事者

双方か ら個別に事情

を伺います。

簡単& 無 (4のあっせん

制度 を二利 用 くだ・い ！
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③あっせ虹の実施

公益、労働 者• 使 用者

の三 者 で構 成 ・れ た あ

i っせ ん員が’ 個 別 に双

方 ¢>主張 を間 い て, 歩

み 寄 りに よ る解 決 をお

手伝い I ます。


